
第２次宇都宮市空き家等対策計画（素案）に関するパブリックコメントについて 

 

１ パブリックコメントの実施状況 

  意見の募集期間    令和４年１月２１日（金） ～ 令和４年２月１８日（金） 

 

  意見の応募者数    ３名 

意見数    ４件 

 

  提出方法の内訳 

 郵送 ファクシミリ Ｅメール 持参 計 

人数   ３  ３ 

 

２ 意見の処理状況 

区分 処理区分 件数 

Ａ 意見の趣旨等を反映し，計画に盛り込むもの 件

Ｂ 意見の趣旨等は，計画に盛り込み済みと考えるもの ２件

Ｃ 計画の事業実施にあたり参考とするもの ２件

Ｄ 計画に盛り込まないもの 件

Ｅ その他，要望・意見等 件

計 ４件

 

№ 区分 意見の概要 意見に対する市の考え方 

１ Ｂ 今回の民法の改正により，ご近所の

空き家問題として一番多い，隣の木の

枝が越境しているような場合におい

ても，必要な手順を追えば，迷惑して

いる側の人間が枝を切れるようにな

るみたいだが，そうは言っても，なか

なか我々ではそのような対応は難し

いと思うが，市としては法の改正を受

け，どのような対策を考えているの

か。 

本市といたしましては，隣り合った

土地相互の問題への対応として，各種

法律相談のご案内や官民連携組織で

ある宇都宮空き家会議と連携を図り

弁護士等を紹介するほか，第２次計画

に計上した「相隣関係規定周知事業」

において，ホームページ等を活用し

て，法改正の内容を市民の皆様に広く

周知してまいります。 

２ Ｃ 宇都宮空き家会議のリノベーショ

ン事業にボランティアとして参加し

たことがある。改修した空き家で地域

住民がつながることがとても魅力的

に思えたし，プロの建築士の方と話す

ことができる貴重な体験をすること

ができた。 

第２次計画におきましては，地域活

性化に資する空き家等の活用可能性

を情報発信していく「地域利用創造プ

ロジェクト」を計上したところであり

ます。 
 今後，このプロジェクトを推進する

にあたり，多くの市民の皆様にボラン



今後は，多くの方がこのようなリノ

ベーション事業に参加できるよう，事

業が始まる時期や作業日程などの事

前アナウンスを強化してもらいたい。

ティアとしてもご参加いただけるよ

う，ＳＮＳなどの媒体を活用し，事業

内容などの事前周知の強化に取り組

んでまいります。 

３ Ｃ 他市の取組を見ると，空き家の活用

には，テレワークやシェアオフィス，

ゲストハウスなど様々な活用方法が

あるようだ。 
宇都宮市においても，人口が減って

きて，空き家が散見されるようになっ

てきたので，住まいとしての利用のほ

かに，このような活用方法を推進して

はどうか。 

 第２次計画に計上した「地域利用創

造プロジェクト」におきまして，コミ

ュニティスペースやギャラリーなど

空き家を居住以外の用途に活用する

モデル事業に取り組むこととしてお

ります。 

これらの事業に取り組むにあたり，

ご提案のテレワークなども空き家の

活用方法の一つであると考えており

ますので，ご意見を参考に，今後モデ

ル事業を実施してまいります。 

４ Ｂ  P19「一方で，啓発事業に取り組む

ものの～以下」は，その通りであると

思う。 

現在の人口減少や超高齢社会など

の社会情勢も踏まえると，高齢所有者

への対応は必要不可欠なものであり，

管理がされない空き家を増やさない

観点からも，高齢所有者への対応に重

点的に取り組むべきではないか。 

近年の少子高齢化による単身高齢

者世帯の増加や住宅ストックの余剰

等の社会情勢を踏まえ，本市におきま

しても，空き家となる前からの対策が

重要であると認識しております。 

そのようなことから，第２次計画に

おきましては，空き家等の発生を予防

するため，持ち家を所有する一人暮ら

し高齢者を対象とした啓発活動など

に取り組む「家の見守り事業」を重点

事業として位置付けたところであり

ます。 

 


